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国
民
健
康
保
険 

人
間
ド
ッ

ク
の
申
し
込
み
に
つ
い
て

  
　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
人

間
ド
ッ
ク
申
し
込
み
は
、
12
月

28
日
㈬
が
締
め
切
り
で
す
。

　

受
診
は
平
成
24
年
３
月
31
日

㈯
ま
で
可
能
で
す
の
で
、
希
望

さ
れ
る
方
は
期
限
ま
で
に
申
し

込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
12
月
29
日
㈭
以
降
の

申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、
国
民

健
康
保
険
か
ら
の
補
助
対
象
外

と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
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戦
後
強
制
抑
留
者
の
皆
様
へ

　

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者

に
対
す
る
特
別
給
付
金
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者

　

旧
ソ
連
邦
又
は
モ
ン
ゴ
ル
国

の
地
域
に
お
け
る
戦
後
強
制
抑

留
者
で
、
平
成
22
年
6
月
16
日

に
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
ご
存

命
の
方
で
す
。（
特
別
措
置
法

施
行
日（
平
成
22
年
6
月
16
日
）

以
降
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
相

続
人
は
請
求
で
き
ま
す
が
、
施

行
日
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
の

ご
遺
族
等
は
、
対
象
と
な
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。）

●
請
求
受
付
期
間
等

　

平
成
24
年
3
月
31
日
ま
で
で

す
。
ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い

方
は
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。
請
求

期
間
内
に
特
別
給
付
金
の
支
給

の
請
求
を
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
請
求
書
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
　

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事

業
特
別
基
金
か
ら
請
求
書
類
を

お
送
り
し
ま
す
の
で
、
至
急
、

左
記
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
電

話
く
だ
さ
い
。

●
既
に
特
別
給
付
金
を
支
給
さ

れ
た
方
は
、
再
度
の
請
求
は
で

き
ま
せ
ん
。

●
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

　

独
立
行
政
法
人

　

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

　
事
業
部
特
別
給
付
金
認
定
担
当
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平
日
午
前
９
時
〜
午
後
６
時
、

土
日
祝
日
休

確
定
申
告
用
の『
障
が
い
者

控
除
対
象
者
認
定
書
』『
お
む

つ
に
係
る
費
用
の
医
療
費
控

除
証
明
書
』の
お
知
ら
せ

障
が
い
者
控
除
対
象
者
認
定
書

　

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要

介
護
認
定
者
の
う
ち
65
歳
以
上

の
方
で
、
申
請
に
よ
り
障
が
い

者
に
準
ず
る
者
と
し
て
認
定
を

さ
れ
た
方
に
は
「
障
が
い
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
が
交
付
さ

れ
、
確
定
申
告
時
に
障
が
い
者

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

認
定
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

○ 

要
介
護
認
定
者
で
65
歳
以
上

の
方

○ 

認
知
症
ま
た
は
身
体
の
障
が

い
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障

を
来
た
す
よ
う
な
症
状
・
行

動
や
意
思
疎
通
の
困
難
さ
が

見
ら
れ
、
介
護
を
必
要
と
す

る
方

○ 

身
体
障
が
い
者
手
帳
・
療
育

手
帳
・
精
神
障
が
い
者
保
健

福
祉
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・

原
爆
症
認
定
書
を
所
持
し
て

い
な
い
方

お
む
つ
に
係
る
費
用
の
医
療
費

控
除
証
明
書

　

確
定
申
告
時
に
、
お
む
つ
代

の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が

２
年
目
以
降
で
要
介
護
（
要
支

援
）
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

は
、
医
師
が
発
行
す
る
「
お
む

つ
使
用
証
明
書
」に
代
わ
る「
お

む
つ
に
係
る
費
用
の
医
療
費
控

除
証
明
書
」
の
交
付
を
無
料
で

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
証

明
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

●
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を

受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
で
あ

る
こ
と
。

●
市
の
介
護
保
険
被
保
険
者
で

要
介
護
（
要
支
援
）
の
認
定
を

受
け
て
い
る
こ
と
。

●
寝
た
き
り
状
態
等
に
あ
る
こ

と
。

●
治
療
上
お
む
つ
の
使
用
が
必

要
で
あ
る
こ
と
。

　

交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

高
齢
福
祉
課　

介
護
保
険
グ
ル

ー
プ
（
き
ら
ら
館
内
）
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
交
付
に
は
数
日
間
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

手
続
き
は
お
早
め
に
お
願
い
し

ま
す
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課（
き
ら
ら
館
内
）
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・
定　

員　

15
名

・
実
施
期
間

　

1
月
11
日
㈬
〜
12
日
㈭

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

・
受
講
料　

３
，４
３
０
円

●
シ
ー
ケ
ン
サ
の
基
礎

・
定　

員　

10
名

・
実
施
期
間

　

1
月
24
日
㈫
〜
26
日
㈭

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

・
受
講
料　

４
，８
２
０
円

●
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

ま
す
。
申
し
込
み
は
電
話
等
で

確
認
し
て
か
ら
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
立
県
南
産
業
技
術
専

門
校
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くらしの情報

広
報
し
も
つ
け　

23
･
12
月
号

問
４　

下
野
市
内
を
源
頼
朝
は
通
過
し
た
こ
と
が
あ
る
。

し
も
つ
け
ク
イ
ズ


